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令和８・９年度後期高齢者医療保険料率の算定案について 

 

後期高齢者医療制度の保険料は、２年ごとに見直すこととなっており、東京都後期高齢

者医療広域連合から別紙のとおり、現段階における令和８・９年度の保険料率算定案が示

された。 

今後、診療報酬の改定状況や保険料率の増加を一定程度抑制するための措置などを踏ま

えて協議を重ね、最終的には東京都後期高齢者医療広域連合議会において、保険料率を決

定していく。 

 

１ 算定における設定条件 

⑴ 後期高齢者負担率は、厚生労働省通知に基づき、「13.27％」とした。 

⑵ 被保険者数は、令和８年度は「1,790千人」、令和９年度は「1,788千人」と推計し

た。 

⑶ 医療給付費は、１人当たりの伸び率「年1.66％」を採用し、令和８年度は「１兆

6,574億円」、令和９年度は「１兆6,831億円」と推計した。 

⑷ 普通調整交付金算定に用いる所得係数は「1.56」と推計した。厚生労働省通知に基

づき、所得係数1.56に48分の52を乗じ、均等割額と所得割額の比率を「37.17：62.83」

とした。 

⑸ 被保険者の所得の伸び率は、令和７年６月の確定賦課時点の所得を基とし、「年

0.32％」と見込んだ。 

⑹ 出産育児支援金の財政影響は、東京都後期高齢者医療広域連合被保険者の全国被保

険者の数に占める割合から算出し、２年間で「44億円」と見込んだ。 

⑺ 子ども・子育て支援金の影響については、令和７年５月にこども家庭庁から示され

た「子ども・子育て支援金制度の概要」において、概算で令和８～１０年度における

全保険者の支援金拠出の総額が示されているものの、厚生労働省通知では令和８年度

分の算定式のみ示され、令和９年度分の算定式は示されなかった。このため、今回の

算定案では、令和８年度の子ども・子育て支援金として算出した額を令和９年度同額

として設定し、２年間で「125億円」と見込んだ。 

なお、厚生労働省通知では、令和８年度中に改めて令和９年度分の算定式を示すと

されているため、詳細が示され次第、改めて算定を行い、令和９年度の子ども・子育

て支援分の保険料率改定を行う予定である。 

⑻ 賦課限度額は、厚生労働省通知に基づき、医療分「80万円」、子ども・子育て支援

分「２万円」とした。 

 



２ 保険料増加抑制のための施策 

各区市町村の一般財源を投入する特別対策として２年間で「230億円」を、剰余金を

含めた特別会計調整基金等の活用として２年間で「423億円」を見込んだ。 

 

３ 令和８・９年度保険料率算定案 

上記の考え方を基に、東京都後期高齢者医療広域連合が現段階での保険料率算定案を

示した（東京都後期高齢者医療広域連合 資料：別紙）。 

現在示されている算定案では、財政安定化基金拠出金を除く審査支払手数料など３項

目及び所得割額軽減策について、区市町村の一般財源を投入する保険料軽減策の実施を

前提として算定されており、さらに、厚生労働省通知による後期高齢者負担率13.27％

等を考慮したものとなっている。 

現段階における１人当たりの平均保険料額は、令和８・９年度が「123,827円」で、

令和６・７年度の１人当たりの平均保険料額と比較すると12,471円の増額となる。 

 

※ 子ども・子育て支援金制度について 

少子化対策の抜本的強化に当たり、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支え

る新しい分かち合い・連携の仕組みとして、令和８年度に導入される支援金制度である。

医療保険の保険料と併せて支援金を徴収し、子ども・子育て政策の給付拡充を図ること

としている。 

  



４ 保険料算定の基礎となる数値（「東京都後期高齢者医療広域連合」による試算） 

  令和８年度 令和９年度 平均 

年度平均被保険者数 １，７９０千人 １，７８８千人 １，７８９千人 

１人当たり医療給付費  ９２５，９３２円  ９４１，３３４円  

（単位：百万円） 

 令和８年度 令和９年度 合計 

 

 

 

費 

 

用 

 

医療給付費 １，６５７，４１８ １，６８３，１０５ ３，３４０，５２３ 

葬祭費 ４，９０４ ４，８９９ ９，８０３ 

審査支払手数料 ３，７７０ ３，７９２ ７，５６２ 

財政安定化基金拠出金（0％） ０ ０ ０ 

特別高額医療費共同事業拠出金 １，７１１ ２，０２４ ３，７３５ 

健診事業費 ５，９１２ ５，９００ １１，８１２ 

保健事業と介護予防の一体的実施 １，２５４ １，３４２ ２，５９６ 

出産育児支援金 ２，１８０ ２，１８０ ４，３６０ 

子ども・子育て支援金 ６，２７４ ６，２７４ １２，５４８ 

費用合計① ３，３９２，９４０ 

 

 

 

 

 

 

 

収 

 

入 

 

 

国 

療養給付費負担金 ３６５，６６８ ３７１，３３５ ７３７，００３ 

高額医療費負担金 １２，３４０ １２，９６１ ２５，３０１ 

普通調整交付金 ５６，１３１ ５７，３３９ １１３，４７０ 

健康診査補助金 １，７６５ １，７６１ ３，５２６ 

一体的実施補助金 ８３６ ８９５ １，７３１ 

 

都 

療養給付費負担金 １２１，８８９ １２３，７７８ ２４５，６６７ 

高額医療費負担金 １２，３４０ １２，９６１ ２５，３０１ 

健康診査補助金 １，７６５ １，７６１ ３，５２６ 

区

市

町

村 

療養給付費負担金 １２１，８８９ １２３，７７８ ２４５，６６７ 

葬祭費負担金 ４，９０４ ４，８９９ ９，８０３ 

審査支払手数料負担金 ３，７７０ ３，７９２ ７，５６２ 

財政安定化基金拠出金負担金（0％） ０ ０ ０ 

後期高齢者交付金 ７０６，１４３ ７１７，０８７ １，４２３，２３０ 

特別高額医療費共同事業交付金 １，７１１ ２，０２４ ３，７３５ 

特別会計調整基金等 ２１，１５０ ２１，１５０ ４２，３００ 

収入合計② ２，８８７，８２５ 

  

保険料収納必要額（保険料賦課総額）（①－②） ５０５，１１５ 

※百万円未満を四捨五入しているため、各数値の合計と総合計が一致していない。 


